
株式会社 エキスパートパワーシズオカ

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日

本社
静岡設計センター・

静岡営業所
清水設計センター 島田営業所 浜松営業所 豊田設計センター 伊豆営業所

66人 194人 81人 26人 68人 30人 136人
25件 38件 2件 4件 8件 4件 11件

17,951円 18,815円 24,826円 27,473円 14,814円 26,989円 15,464円
11,452円 12,183円 12,790円 17,017円 10,295円 16,112円 11,246円
36.2% 35.2% 48.5% 38.1% 30.5% 40.3% 27.3%

4人 14人 1人 0 6人 0 7人

63.4%
　有給休暇・特別有給休暇を含みます。
　派遣先都合により派遣料金が支払われない場合でも、派遣スタッフに賃金を支払う義務を負っています。

10.9%
　雇用主として会社が負担する健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険料
・会社運営費・・・ 21.7%
　派遣スタッフの制服・健康診断費用・予防接種料補助などにかかる費用
　キャリア形成支援の為の教育訓練等にかかる費用
　求人募集・派遣スタッフの教育訓練に係る教材及び設備（CAD等）・事務所維持などにかかる費用

4.0%
　派遣料金から上記全て差し引いた額

賃金支給状況
受講者の
費用負担

有給 無償

有給 無償

有給 無償

2024年4月1日 ～ 2025年3月31日

◆当資料に関するお問い合わせ窓口
株式会社エキスパートパワーシズオカ　管理部 055-934-5051　 （受付時間：平日8：30～17：20　担当：伊藤）

豊田設計センター 〒471-0833 愛知県豊田市山之手6-71-1 ハイレジデンス第一山之手苑2F 0565-24-6707
伊豆営業所 〒410-2114 静岡県伊豆の国市南條748-1-1F 055-944-6061

島田営業所 〒427-0024 静岡県島田市横井2-28-30 0547-37-5100
浜松営業所 〒430-0906 静岡県浜松市中央区住吉3-18-6 053-472-0500

静岡設計センター・静岡営業所 〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金6-8-37 松下ビル1F・3F 1F：054-280-3636、3F：054-202-7003

清水設計センター 〒424-0055 静岡県静岡市清水区吉川475-1 054-348-2591

◆派遣元事業所一覧
名称 所在地 電話番号

本社 〒410-0832 静岡県沼津市御幸町17-5 055-934-5051

・派遣元事業所ごとに、下記のとおり労使協定を締結しています。
有効期間

協定労働者の範囲 全ての派遣労働者

◆その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など）
・厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険　　・定期健康診断、ストレスチェック　　・産前産後・育児・介護休業制度　　
・年次有給休暇、特別有給休暇　　・イカイグループ共済会制度、団体保険割引制度　　・社員寮

◆労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定（派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定）を締結しているか否かの別

階層別教育
・リーダー研修

・リスクアセスメント教育
派遣業務従事者 OFF-JT/OJT

入職時教育
・ビジネスマナー・安全衛生

・情報セキュリティ
新規雇入れ派遣スタッフ OFF-JT/OJT

職能別教育
・OAスキル・設計スキル

・技能スキル・医療事務スキル
派遣業務従事者 OFF-JT/OJT

◆派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
・キャリアコンサルティングに関するご相談をご希望の方は、事業所又はお問い合わせ窓口までご連絡ください。
・キャリアアップに資する教育訓練として、有給・無償のビジネスマナー研修・医療事務研修・ＰＣ研修・CAD研修等がございます。詳しくは事業所又はお問い合わせ
窓口までご連絡下さい。

教育訓練の種類 概要 対象者 実施方法

・派遣スタッフの賃金・・・

・社会保険料・・・

・営業利益・・・

雇用安定措置を講じた人数
（注1） 全業務の8時間分の額の平均　※業務別の平均額についてはお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
（注2）マージン率算出方法　　（労働者派遣に関する料金の平均額　-　派遣労働者の賃金の額の平均額）　÷　労働者派遣に関する料金の平均額

【派遣料金の内訳】

2023年6月1日付　派遣労働者数
派遣先事業所数（実数）　

労働者派遣に関する料金の額の平均額(注1)
派遣労働者の賃金の額の平均額(注1)

マージン率（注2）

◇　労働者派遣事業の状況　◇

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の規定により、労働者派遣事業に係る情報を直近の労働者派遣事業報告書に
基づきお知らせ致します。

対象期間 （報告年度：2022年度）

派遣スタッフ

の賃金, 
63.4% 

社会保険料, 
10.9% 

会社運営費, 
21.7% 

営業利益, 
4.0% 

料金のマージンについては概ね下図の内訳となっています。 


	HP掲載用

